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第1章行動計画の策定にあたって

1　計画策定の趣旨

　子どもは社会の活力ともいえる宝であり、未来への希望であります。しかし近年、わが国

では年々出生率が減少し、急速に少子高齢化が進行している状況にあります。

　平成14年1月に国立社会保障・人口問題研究所から発表された「日本の将来推計人口」に

よれば、従来、少子化の主な要因と考えられていた晩婚化、非婚化に加え、「夫婦の出生力そ

のものの低下」という新しい現象が確認されました。さらに平成17年には国の総人口が初め

て減少に転じ、出生数が106万人及び合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む平均の

子どもの人数の指数）が1．26と、ともに過去最低を記録するという予想以上の少子化進行が

見られる状況となっています。

　少子化の進行は、過疎化や高齢化をさらに進行させ、子どもの健全な成長への影響が懸念

されます。また、労働人口の減少となって経済成長を制約し、社会保障では現役世代の負担

増加となるなど、我が国の社会経済全体に極めて深刻な影響を及ぼします。そこで、国では

少子化の流れを変えるため、従来の少子化対策をさらに進め、平成15年7月に「少子化社会

対策基本法」や「次世代育成支援対策推進法」を制定、その後も平成19年12．月の「子ども

と家族を応援する日本」重点戦略の取りまとめ、平成20年2月の新待機児童ゼロ作戦等の施

策によって、国を挙げて総合的な取り組みが推進されています。

　本市においても、平成17年3，月に次世代育成支援対策推進行動計画の前期計画を策定し、

子育て支援対策の充実に取り組んできましたが、この計画が平成21年度をもって終了いたし

ます。

　そのため、前述の法律や関係法令・施策等の趣旨を踏まえ、前期計画を検証し、市民の皆

さんと一緒になって、地域全体で子どもと子育てを支援していく後期計画を新たに策定する

ものです。

2　計画の位置づけ

　この計画は、「北広島市総合計画（計画期間：平成13年度～平成22年度（2001～2010）」

や次期総合計画をはじめとして、「北広島市地域福祉計画」、「北広島市障がい者福祉計画」、

「北広島市健康づくり計画・健康きたひろ21」（3計画とも計画期間は平成21年度～平成

23年度）など、各個別計画と整合性を図りながら、北広島市の子どもと子育て支援に関する

施策を推進するための指針となるものです。
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3　計画の期間

　次世代育成支援対策推進行動計画は、平成17年度から平成26年度までの10年間ですが、

この計画は平成21年度で終了する5年間の前期計画を引継ぐ、平成26年度までの5年間の

後期計画として策定しております。

区　　分
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

北広島市次世

繹逅ｬ支援対

�юi行動計 前期計画

：1後期計画（本計画）
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第2章子どもと子育てを取り巻く環境の現状

1　少子化の現状

（1）人ロと世帯数の推移

　市の人口は、道営北広島団地などの宅地開発が活発化した昭和45年頃から急増し、都市化

が進行しました。近年は人口増加が緩やかになり、1世帯あたりの人員は減少傾向が続いて

います。
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（資料：国勢調査、住民基本台帳）

（2）転入・転出者の状況

市内への転入者は年々減少しており、平成19年からは転出者が転入者を上回っています。
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　　〈資料：北広島市統計書〉

（3）年齢構成別人ロの推移

　人口は増加しつつも総人口に占める年少人口（0～14歳）が年々減少し、生産年齢人口（15

～64歳）は7割弱の割合で推移しており、年少人口に代わって老年人口（65歳以上）が増加
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して少子化・高齢化が進行しています。
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（4）出生数と出生率の推移

　北海道の出生率は全国に比べて低い状況にあり、本市は北海道の中でも低く、昭和60年か

ら平成20年にかけて年々低下しています。
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5



2　産業・就業の状況

（1）産業別人ロ（15歳以上の就業者）の推移

　札幌市に隣接する立地条件から、企業の進出や住宅団地の造成など都市化が進み、第1次

産業の従事者が大幅に減少し、代わって第3次産業が増加しています。これは、女性就業者

の増加も一因となっています。

劉　． 第2次産業 第3次産業

農林水産業 鉱業・建設・製造業 電気・ガス、熱供給・水道・運輸・通信業、卸売・小売業、

�H店、金融・保険業、不動産業、サービス業、公務
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（資料：国勢調査）

（2）15歳以上就業者数の状況

　人口増に伴い就業者数の増加が見られますが、女性就業者の割合も上がっており、女性の

社会進出が伺えます。このことは保育需要の増加の一因となっています。
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（資料：国勢調査）
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（3）就業地の状況

　市民の就業地は過半数が市外であり、市内との割合は大きな変化はありませんが、他市町

村からの就業者が徐々に増えてきています。
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（4）母親の就労状況

　平成16年の調査では常勤・パートを合わせた

就労率が、就学前児童の母親で30％、小学生の

母親では55％でした。

　平成21年のニーズ調査では、就学前児童の母

親で37％、また、小学生の母親では69％と、前回

調査に比べて就労率が高くなっています。
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（資料：ニーズ調査）
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3　地域社会や子どもの遊び場の状況

（1）公園等の状況

　市内の公園等の整備状況は、公園が98か所117．05ha、都市緑地が119か所104．6haとな

っています。市民一人あたりの公園面積は19．13㎡、緑地は17．1㎡で、合わせて36．23㎡と

広い面積をもっています。

（平成20年3，月現在全国平均9．4㎡／人、全道平均（札幌市を除く）　34．1㎡／人）

（平成19年3月31日）

種　　別 箇所数 面積ha 種　　別 箇所数 面積ha

総合公園 1 47．80 都市林 2 11．81

街区公園 82 2！．23 広場公園 4 0．69

近隣公園 14 43．93 都市緑地 113 92．10

地区公園 1 4．09 計 217 221．65

（資料：北広島市統計書）

※総合公園：

　街区公園：

　近隣公園：

　地区公園：

　都市林：

広場公園：

都市緑地：

市民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用を目的とする公園　標準面積10ha～50ha

主として街区内に居住する市民の利用を目的とする公園で1か所あたり標準面積0．25ha

主として近隣に居住する市民の利用を目的とする公園で1か所あたり標準面積2ha

主として徒歩圏内に居住する市民の利用を目的とする公園で1か所あたり標準面積4ha

市街地及びその周辺部で一定の面積を有する樹林地弾で、自然環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れ

るよう充分に配慮し、自然観察、散策等の利用のための施設を配置。

市街地の中心部の商業・業務系地域の施設利用者の休憩施設。駅前広場やポケットパークなど小さな広場

主として都市の自然的環境の保全等都市景観の向上を図るために設けられる緑地で1か所あたり0．1ha以

上を標準とする

（2）児童館の状況

　児童の健全な遊び場所を確保するため、平成15年度に輪厚児童センター、平成18年度に

大曲児童センターを開館しました。

平成19年度 平成20年度
区　　分

年間利用者数 1日平均 年間利用者数 1日平均
摘　要

輪厚児童センター 13，576人 44人 13，664人 45人
大曲児童センター 14，559人 47人 12，970人 42人 夢プラザ内

計 28，135人 46人 26，634人 44人

※温厚児童センターには、西部学童クラブの児童の利用も含む

（3）遊び場の状況

　平成21年ニーズ調査の結果によれば、就学前児童及び小学生の保護者では、子どもの遊び

場について強く感じることとして、「雨や大雪の日に遊べる場所がない」、「近くに遊び場がな

い」、「周辺の道路・交通が危険」「遊び場に人・遊び仲間が少ない」といった点が多くあげら
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れています。

子どもの遊び場について強く感じること（調査対象保護者の回答）

　　　　　　　　　　　　　　　　0％　　　　　20％　　　　　40％　　　　60％　　　　80％

　　　　　　　　近くに遊び場がない

　雨や大雪の日に遊べる場所がない

遊具などの設備が古くて危険、種類が

　　　　　充実していない

　　　　遊び場が不衛生なことがある

思い切り遊ぶための十分な広さがない

　　　遊び場に人・遊び仲間が少ない

　　自然の中で遊べる場所が少ない

　　　　　周辺の環境が悪くて不安

　　　　　周辺の道路・交通が危険

　　　　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　　　特にない

∵｝！撫　16．2％

　0．3％
　　13．8％

ζ『1｛56．5％

〒聯・1％

259％

田5～費23」％

．1％

18．6％

0．7％

54．1％

．溝　0％

　　13、7％
　　10．9％

∴5毎錨　35．6％

’｛毒饗暫鱒妻　16．2％

　　　14．0％
　　　15．3％

蟷璽湾　1．2％

　　　14．0％
12．3％

．4％

31．8％

「一 ｫ33．0％

＝＝ξπ　7．6％

　7」％
　7．4％

’～’

@％
　　13．5％
　　10．4％

31，4％

32．3％

團就学前〔N＝536〕

■小学生〔N＝379〕

ロ計〔N＝915〕

（資料：ニーズ調査）
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4　保育サービス等の提供状況

（1）保育所・幼稚園の就園状況

　就学前児童の人口は減少傾向にありますが、保育園や幼稚園への就園率は上昇しています。

最近では、幼稚園が定員を下回る就園状況ですが、保育園は定員を上回る就園状況となって

います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保育園：平成21年4月1日、幼稚園：平成21年5月1日）

定員A　O歳　　1歳　　2歳　　3歳　　4歳　　5歳　計B　B÷A（％）

人口 432 454 520 497 582 516 3，001

7 565 42 71 96 110 127 118 564 99．8
絨16年

．保育尉

c稚園　8 1，165 37 222 378 341 978 83．9

保・幼計 1，730 42 71 133 332 505 459 1，542 89．1

就園率 9．7 15．6 25．6 66．8 86．8 89．0 51．4

人口 349 407 487 493 537 506 2，779

熱資團 595 27 89 116 129 123 597 100．3
轍18年

　　　8
c稚園　8 1，165 79

113

Q97 401 392 1，169 100．3

保・幼計 1，760 27 89 195 410 530 515 1，766 100．3

就園率 7．7 21．9 40．0 83．2 98．6 98．3 63．5

人口 414 427 444 507 571 562 2，925

保育園　8 595 28 98 104 129 140 121 620 104．2
絨20年

幼稚園　8 1，200 240 399 404 1，043 86．9

保・幼計 1，795 28 98 104 369 539 525 1，663 92．6

就園率 6．8 23．0 23．4 72．8 94．4 93．4 56．9

人口 377 435 446 462 530 584 2，834

．保育園8 595 28 91 125 112 133 147 636 106．9
轍21年

幼稚園　8 1，200 206 364 414 984 82．0

保・事跡 1，795 28 91 125 318 497 561 1，620 90．3

就園率 7．4 20．9 28．0 68．8 93．8 96．1 57．2

1β00

1，200

1，100

1，000

900

800

700

600
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400

人 保育園・幼稚園の園児数と定員の入園割合

1169 106 9

99．8 1003
104．2

醐魂
978 1，043 984

83．9 86．9

597

員’、

　H16
■■保育園

　H18　　　　　　　　　　　H20　　　　　　　　　　　H21

幼稚園　一識一保育園就園率　＋幼稚園就園率

％
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（2）保育所の状況

　認可保育園は、市立3園、私立5園の計8園で運営されており、入所定員は平成21年4月

時点で595名、同年6，月からは605名と拡大していますが、年度当初には入所率が100％以

上になるほど保育需要が増大しています。

◆保育所の入所状況（事業所内保育所を除く） （平成21年4月1日）

定員

年齢別入所児童数
保育所の種類 0歳　1歳　2歳　3歳　4歳　5歳　　計　　うち障がい児

認可保育所 595 28 91 125 112 133 147 636 9

認可外保育所 40 1 2 8 4 4 2 21 0

計 635 29 93 133 116 137 149 657 9

年士別構成比　（％） 4．4 14．2 20．2 17．7 20．9 22．6 100．0

0～5歳児人口（人） 377 435 446 462 530 584 2，834

0～5歳児人口比率（％） 7．7 21．4 29．8 25．1 25．8 25．5 23．2 0．3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料：児童家庭課）

※認可外保育施設：保育所の業務を行う施設で保育所としての認可を受けていないもので、この表には

　　　　　　　輪厚保育園とあおそら保育園を載せましたが、この他に事業所内保育所があります。

◆認可保育所の開所時間

施　設　名　称 開所時間（平日・土曜） 延長保育時間

すみれ保育園 18：30～19：30

すずらん保育園 一

稲穂保育園
7：30～18：30

一

西の里きらきら保育園 18：30～19：30

はだかんぼ保育園 7：00～18：00 18：00～19：00

大曲いちい保育園

大地太陽森の家保育園
18：30～19：30

大曲はだかんぼ保育園

7：30～18：30
7：00～7：30

P8：30～19：00
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◆認可保育所の入所状況の推移

　　　　人
700

650

600

550

500

450

400

104．2

（各年4月1日）

　　1
99．8 10α3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620　　　　　　　　　　　　　　　　595　597
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　　　　565　564

　　　　　　　　H16　　　　　　　　　　　H18　　　　　　　　　　　H20　　　　　　　　　　　H21

　　　　　　　　　　　　　　■■定員　　　入園児　劇筆削入所割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料：児童家庭課）

　　※入所定員の増加を図りましたが、それにも増して入所児童が増加しています。

◆保育所の状況

　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　園児数と入園割合　　　（平成21年4月1日）　　　　％

140

120

100

80

60

40

20

　0

114．4 115．0 113．3 115．0 112．0

％

110．0

100．0

90．0

80．0

70．0

．60．0

50．0

116 84

すみれ　　すずらん　　　稲穂　　　西の里　　はだかんぼ　大曲いちい　大地太陽

◆事業所内保育所の状況

　　　きらきら　　　　　　　　　　　　　　　森の家

　　　園児数　　一■卜入園割合

（平成21年4月1日）

140

120

100

80

60

40

20

0

　大曲
はだかんぼ

　（資料：児童家庭課）

名　　　　称
児　童　数

0歳～就学前　　小学生　　　計
所在地 設置

輪厚三愛病院

yンギン保育所
11 2 13

輪厚中央3丁目

P－7
平成9年4月1日

（資料：児童家庭課）

12



（3）特別保育事業

①乳児保育、障がい児保育事業

　認可保育所では生後7週目からの乳児（0歳）を受け入れています。また、障がい児保育

は、大地太陽森の家保育園を除く7園で集団保育可能な軽度の障がいを持つ児童を受け入れ、

成長発達を促進しています。

　　平成21年4月1日現在：　乳児数：28名、障がい児数9名

②延長保育事業

　すずらん保育園と稲穂保育園を除く6園の認可保育所では、通常の11時間保育に加え、さ

らに1時間の延長保育を実施しています。

③一時預かり事業

　就労形態の多様化、傷病等、または育児ストレスや心理的肉体的負担の軽減など、多様化

する保護者の保育ニーズに対応するため、1歳6か月以上児（西の里きらきら保育園は2歳

以上）を対象に実施しています。現在は、すみれ保育園（平成15年6月開始）、西の里きら

きら保育園（平成21年4月開始）の2園で実施しています。

　　平成20年度利用者数（すみれ保育園）：延べ701名利用

④地域子育て支援センター事業

　保育園開放や子どもとのふれあい行事の開催、子育て相談などの事業を行い、子どもを持

つ親や子育てサークルに対する支援を行い児童の健全育成を助長しています。

　週2回（大曲いちいは週3回）の園開放（みんなの広場）は、予約も要らず自由に参加で

きるため参加者が多く、遊びを通して親子のストレス解消だけでなく、親同士の交流の場に

もなっています。

　すずらん保育園、稲穂保育園、大曲いちい保育園の3園で平成12年度から本事業を実施し

ていますが、平成21年度からは西の里きらきら保育園でも事業を開始しました。

　　平成20年度利用者数：園開放（みんなの広場）…4，207組（8，950人）、

　　　　　　　　　　　　　すくすく広場…473組（977人）、子育て相談…88件

⑤保育所地域活動事業

　全ての認可保育所において、園児が老人ホームを訪問したり高齢者を招待するなどして交

流活動を行う高齢者交流事業や、地域の子どもたちが母親とともに来園して園児と一緒に遊

び交流する異年齢児交流事業、または用意したプログラムに親子で参加し遊んだりおもちゃ

作りなどをする「すくすく広場」等を実施し、地域との連携を深め、児童の健全育成を図っ

ています。

事　業　名　　　　　　　　　　実施保育所名

高齢者交流事業 大曲はだかんぼ、すずらん、大曲いちい

異年齢児交流事業 すみれ、稲穂、西の戦きらきら、はだかんぼ

すくすく広場 市内の全園で実施
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（4）保育の充実と負担の軽減

①国基準を越える職員配置

　市では国基準よりも多く職員配置を行い、保育内容の充実や安全に配慮しています。

〈職員1人あたり児童数〉

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 障がい児

国基準 3人 6人 6人 20人 30人 30人 園で3人

北広島 3人 4．5人 6人 18人 27人 27人 クラスで3人

②保育料の軽減

　国が定める徴収基準額表を基準にしながらも、働きながら子育てする世帯を支援するため、

市では国の7階層に分けた所得階層区分を21階層に、年齢区分も2段階を3段階に細分化し

て、階層が変わることによる急激な負担増を避けています。さらに、低所得者に配慮した料

金設定と、ひとり親世帯、障がい者世帯、同一家庭での2人目、3人目の保育料負担を軽減

しています。その結果、国基準に比べ30％余も軽減されています。

　また、収入が前年度より著しく減収となった場合や、災害などで著しい被害を受けた場合

には保育料を減免します。

（5）障がい児の療育と療育相談

　こども発達支援センターでは、心身の発達に遅れや障がいを持つ就学前の児童に対し、指

導や機能回復訓練を行い、発達の遅れや障がいの軽減、改善を図るとともに、保護者の育児

不安の解消など子育てを支援しています。

0～6歳児（人） 通園児（人） 通園割合 平成20年の障がい別数（人）

H10年 3，439 51 1．48％ 肢体 28

H15年 3，538 65 1．84％ 言語 11

H17年 3，626 68 1．88％ 知的 18

H19年 3，562 86 2．41％ 情緒 31

H20年 3，404 88 2．59％ 計 88

（資料：こども発達支援センター）

　また、療育相談の窓口を設け、心やからだ、ことばの発達に心配や障がいのある乳幼児か

ら小学校6年生までの児童の相談に応じています。また、発達障がいは集団生活の中で気付

くことが多いため、幼稚園、保育園、小学校等に出向いての相談・支援・関係機関調整も行

っています。
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